
事業報告の「当社の財産及び損益の状況」、連結株主資本等変動計
算書、連結注記表、株主資本等変動計算書および個別注記表につき
ましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、当社ホーム
ページ（https://www.kobelco.co.jp）に掲載することにより株主
の皆様に提供しております。
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①一時点で充足される履行義務 　製品の販売については、原則として当該製品の引渡時点で、製品の支配が顧客に移転さ
れ、履行義務が充足されることから、その時点で収益を認識しております。ただし、出荷時
から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷し
た時点において当該製品の支配が顧客に移転されると判断し、出荷時点で収益を認識してお
ります。

②一定期間にわたり充足される
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